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こんにゃく入りゼリー事故に関する注意情報について

本年９月、こんにゃく入りゼリーに起因する新たな窒息死亡事故が発生したこと

を踏まえ、厚生労働省としては、平成２０年１０月３日付け事務連絡「食品による

窒息事故防止の徹底について」等により、食品による窒息事故の防止について、適

切な指導をお願いしているところです。

このような中で、今般、こんにゃく入りゼリーによる窒息事故の再発防止につい

て、政府一体となった取組を進めるとの観点から、「こんにゃく入りゼリーによる

窒息事故の再発防止について」（平成２０年１０月１６日消費者安全情報総括官会

議申合せ）が取りまとめられ、これを受け、内閣府、厚生労働省及び農林水産省の

関係部局長により、１０月２１日、製造・流通関係団体あて連名通知「こんにゃく

入りゼリーによる窒息事故の再発防止策について」を発出したところです。

また、これに先立ち、１０月２日、内閣府国民生活局長から都道府県知事及び政

令指定都市市長あて通知「こんにゃく入りゼリー事故に関する注意情報について」

が発出されたほか、１０月３日、全国こんにゃく協同組合連合会、全国菓子工業組

合連合会、全日本菓子協会において、「一口タイプのこんにゃく入りゼリーの事故

防止強化策について」が取りまとめられたところです。

今般、これらの通知等について、あらためて周知させていただくとともに、各都

道府県等におかれては、これらの内容を踏まえ、貴管内の市町村、児童福祉施設、

老人福祉施設、介護保険施設、関係団体等に情報提供し、食品による窒息事故の予

防の啓発を行うとともに、食事提供の際の注意喚起等、事故発生の防止を徹底する

よう、関係者に周知する等の適切な対応をお願いします。


